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１．はじめに 

EP特許出願は、許可されると、40を超える EPO加盟国においてクレーム発明の保護を求め

ることが可能であり、保護を求めた加盟国の国内特許と同一の法的効果を有することになります。 

 

EPO の審査部（2018 年度の審査官数：4,276 人）における審査の品質管理は行き届いてい

ると共に、その審査品質は世界でもトップ・クラスにあると言われています。また、EPO にお

いては、異議申立手続や審判手続等を介して、発行特許の品質が更に向上するように配慮されて

います。 

 

EPO は、毎年、特許出願に関する統計データを公表しており、今年も、2018 年度の統計デ

ータを公表しています。この統計データによれば、2018年度の EP特許出願件数は、前年比 4.6%

増加しています。EPO が公表している特許出願に関連する 2018 年度の統計データのうち、幾

つかの興味深いデータについて、以下に説明します。 
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